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1―はじめに

　この4月、消費税が8%に上がった。さ

らに年末には10%に引き上げるかどうか

の判断がなされる。消費税には逆進性の

問題があり、所得が低いほど消費税の負

担率（年収比）が大きいとの指摘がある。

このため政府は10%段階の低所得者対

策として軽減税率*1と給付付き税額控除
*2を検討してきた。有識者らは給付付き税

額控除を主張したが、与党は昨年12月に

軽減税率を選んだ。

2―制度的には給付付き税額控除

　制度的には給付付き税額控除が望まし

い。その理由としては①低所得者対策の

有効性、②制度設計上の問題、③納税事務

負担の問題が挙げられる。

1｜論点1：低所得者対策の有効性

　全ての国民に恩恵がある軽減税率に比

べて、低所得者に限定した給付付き税額

控除の方が逆進性の緩和効果が大きいこ

とは明白だが、ここでは同額の財源（2.5

兆円）を充てた場合、逆進性の緩和効果

がどの程度異なるか確認する。

　結果は図表1のとおり。軽減税率の場合、

負担率は全世帯で低下するが、第I階級で

は1.0%に過ぎない。

　一方、給付付き税額控除の場合、第I階

級の負担率は3.3%低下し、全体で負担

率がフラット化（逆進性は概ね解消）する。

つまり、低所得者対策としては給付付き税

額控除の方が有効であると分かる。

2｜論点2：制度設計上の問題

　軽減税率は、どの品目に適用するかとい

う線引きの曖昧さがよく指摘される。例

えば、フランスでは贅沢品のキャビアは

標準税率であるが、同じ贅沢品であるは

ずのフォアグラとトリュフは国内産業保護

との名目で軽減税率が適用される。カナ

ダでは、ドーナツ5個まではその場で食べ

られる外食扱い（標準税率）だが、6個以

上なら食料扱い（軽減税率）となっている。

このように標準税率と軽減税率の線引き

には、合理的な規準がないために制度設

計者の恣意性が入ってしまう。このよう

な制度では、消費者は「なぜこれが良くて、

あれはダメなのか」と納得できない。また、

消費選択も歪められるだろう。企業は制

度遵守のためのコンプライアンス・コスト

や軽減税率適用をめぐる訴訟費用が発生

する可能性もある。さらには業界団体に

よる政治家への陳情合戦が繰り広げられ、

特定分野が優遇されれば不公平感が広が

る。なお、諸外国では軽減税率は利害関

係が絡むために、一度適用されると取り

止めることが難しいとも言われる。

　一方、給付付き税額控除は、所得がいく

らまでの世帯に、いくら給付するかといった

客観的かつ合理的な制度設計が可能である。

3｜論点3：納税事務負担の問題

　軽減税率を導入すると、事務負担が増え

るため企業側が反対している。これは以下

のような話である。

　企業には消費者から預かった消費税を

納める義務がある。軽減税率を導入する

と、税率が2種類となり軽減税率で仕入れ

た商品を標準税率で仕入れたことにする

など脱税行為に走る企業が出てきてしま

う恐れがある。これを防ぐためには請求

書に品目毎の税率・税額、通し番号の記

載等を義務付けるインボイス方式が必須

とみなされている。インボイス方式を導入

すれば、企業の不正が防げるほか、税務当

局は販売側・仕入側双方を容易にチェッ

クできるようになる。

　しかし、企業側（特に中小・零細事業者）

は「税率・税額などの記載や税額計算の手

間が増える」、「免税事業者が取引対象か

ら除外される」とインボイス方式に反対し
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［図表1］逆進性の緩和効果　資料 ： 平成21年全国消費実態調査
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ている。現在、負担の少ない現行方式*3の

見直しで対応できる打開策を模索している

ようだが、結局は税の透明性確保と企業の

負担増はトレードオフであり、どこかで折

り合いをつけなければならないだろう。

　一方、給付付き税額控除であれば単一

税率を維持し、インボイス方式を導入せず

に済ませることも可能だ。

4｜政治的には軽減税率

　上述のとおり制度的には給付付き税額

控除の方が有効な制度であり、世界では

90年代以降、軽減税率を敬遠する動きも

出ている。

　しかし、政治的には軽減税率が選ばれ

た。軽減税率は消費増税に対する「国民

の理解」が得られるとの理由だ。確かに

軽減税率は、全ての国民が買い物の度に

恩恵を実感できる制度である。実際に世

論調査で軽減税率を望む声は多い。軽減

税率は政権基盤の安定化に寄与する制度

といえそうだ。

3―今後の低所得者対策

1｜軽減税率の制度設計に向けて

　低所得者対策は、制度的には給付付き税

額控除が望ましい。しかし、政治が消費増

税に対する国民の理解を得るため軽減税率

を選んだことも一定程度理解はできる。

　それでは、どのような品目に軽減税率

を適用すると逆進性が緩和できるのだろ

うか。単純には低所得者（図表1の第I-II階

級）と中高所得者（同第III-V階級）の負担

率格差が大きいものに適用すると効果が

大きいと考えられる。十大費目別にみると、

教育以外であれば少なからず効果はあり、

中でも①食料、②教養娯楽、③光熱・水道

が有効である。しかし、食料など消費の割

合が大きいものは政策に要する財源も大

きくなる。そこで財源1単位当たりの負担

率格差が大きい品目を算出した［図表3］。

その結果から十大費目別では①光熱・水

道、②保健医療、③食料の順に財源1単位

あたりの効果が大きいことが分かった。

　今後、政府は軽減税率の適用品目を絞

り込む作業を進めていく。軽減税率の目

的からすれば、検討過程で国民の意見を

反映させることは必要であろう。国民への

選択肢の提示または結果を公表する際に

は、財源の制約、分かりやすさ、中立性（特

定品目優遇の議論）、逆進性の緩和の観

点をきちんと説明するなど、少しでも国民

の理解が得られるよう努めてもらいたい。

2｜給付付き税額制度の可能性

　給付付き税額控除の議論は、現在ス

トップしているが、軽減税率とどちらか

一方である必要はない。従って、マイナン

バー制度や総合合算制度など必要とされ

る環境が整い次第、実施してはどうだろう

か。給付付き税額控除は、「正確な所得把

握には限界がある」、「低所得の資産家に

も恩恵が及ぶ」といった指摘もあるが、巨

額の財政赤字を抱える日本にとって、少な

い財源で効果的な低所得者対策ができる

給付付き税額控除は有効だ。

　軽減税率は一定程度に抑えて、給付付

き税額控除で逆進性を緩和するという方

法をとれば、財政負担を抑えながら低所

得者の生活を改善することができる。当

面は軽減税率の導入を急ぐにしても、将

来的には2つの制度を共存させるという

可能性も探りながら低所得者対策の議論

を進めてもらいたい。
［*1］生活必需品などの一部に低い税率を適用する措置。
［*2］低所得者に所得税の税額控除を付与し、税額が
控除額に満たない者には給付等による対応ができる制度。
［*3］現行の請求書保存方式は、単一税率のため取
引額から消費税額を逆算できる上、請求書に税率・税
額などを記載する義務も課されていない。
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［図表3］財源1単位当たりの負担率格差   　
資料 ： 平成21年全国消費実態調査を元に作成

注 : 非課税品目など一部を除外。   
A／Bは、財源1単位当たりの負担率格差。

十大費目
光熱・水道
保健医療
食料
家具･家事用品
住居
諸雑費
教養娯楽
被服及び履物
交通･通信
教育

中分類 ： 上位20品目
たばこ
他の光熱
健康保持用摂取品
ガス代
理美容サービス
果物
室内装備・装飾品
書籍・他の印刷物
生地･糸類
調理食品
家事サービス
野菜･海藻
電気代
穀類
魚介類
飲料
上下水道料
油脂･調味料
家事用消耗品
酒類

品目 負担率格差

A
［%］
0.32
0.05
0.98
0.13
0.11
0.21
0.37
0.10
0.24

-0.03

0.04
0.02
0.03
0.10
0.06
0.06
0.02
0.09
0.00
0.14
0.02
0.13
0.13
0.11
0.10
0.06
0.07
0.04
0.03
0.05

税率▲2%に
要する財源

B
［億円］
3,022

542
11,875

1,544
1,379
6,688
5,602
2,137
6,912

355

222
143
191
700
510
499
140
784

27
1,336

152
1,331
1,360
1,163
1,009

621
819
503
337
565

A／B

［順位］
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

［図表2］
境目が曖昧な事例　
資料 ： 財務省HPを元に作成
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